
地域研修（奈良県）　地域研修プログラム

時間
（目安）

単元の概要 講師

1 35分
防災活動全体の流れと個々の活動の基礎的な知識を
学ぶ。

内閣府

2 40分 防災活動の前提となる法律を学ぶ。 内閣府

3 25分 防災計画の基本的な知識を学ぶ。 内閣府

4 70分
地域の災害特性（地域の脆弱性含む）、想定される被
害状況とその発生メカニズムを学ぶ。

奈良地方
気象台

5 40分
避難情報判断、住民伝達、避難行動などについて、
「避難情報に関するガイドライン」を中心に学ぶ。

内閣府

6 50分
災害救助法の概要や応急仮設住宅（建設型、賃貸型
等）の提供業務の仕組みと概要について学ぶ。

内閣府

7 45分
災害救助法に基づく避難所の開設・運営業務及び多
様な被災者への対応について、ガイドラインや事例を
交えて学ぶ。

内閣府

8 50分
住家の被害認定調査や罹災証明書交付業務の概要
について学ぶ。

内閣府

9 10分 被災者生活再建支援法の概要について学ぶ。 内閣府

10 20分 地区防災計画の位置づけや策定プロセスを学ぶ。 内閣府

11 25分 災害発生時の初動対応や心得について学ぶ。 内閣府

12 20分 発災前及び発災後の物資調達について学ぶ。 内閣府

13 15分
GISによる統合された情報提供の必要性とISUTの有
効性について学ぶ。

内閣府

14 20分 行政と災害ボランティアの連携について学ぶ。 内閣府

15 40分
激甚災害制度や大規模災害復興法の概要について
学ぶ。

内閣府

16 15分 災害対策基本法改正の全体概要を学ぶ。 内閣府

17 50分
「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画
の視点からの防災・復興ガイドライン～」を踏まえ、男
女共同参画の視点からの防災の取組について学ぶ。

内閣府
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防災行政概要

災害法体系

防災計画

地域の災害特性

警報避難の枠組み

被災者支援の枠組み（A）
（災害救助法と仮設住宅）

被災者支援の枠組み（B）
(避難生活支援)

被災者支援の枠組み（C）
（生活再建支援①）

被災者支援の枠組み（D）
(生活再建支援②)

地区防災計画

災害応急対策

物資調達

ISUT
（災害時情報集約支援チーム）

災害ボランティア

復旧・復興対策

災害対策基本法等の改正

災害対応力を強化する女性
の視点
～男女共同参画の視点からの防
災～

：受講必須（調整単元）：受講必須（基本単元） ：受講任意（追加単元）



時間
（目安）

単元の概要 講師区分 単元

：受講必須（調整単元）：受講必須（基本単元） ：受講任意（追加単元）

18 56分
「当面の対応計画（インシデント・アクション・プラン）」
の果たすべき役割と基本的な構造、立案のプロセス
について学ぶ。

防災科学技
術研究所

林　春男

43分
新潟県

相馬　幸恵

48分
跡見学園女
子大学

鍵屋　一

20 70分
令和3年3月の災害対策基本法において、市町村に作
成が努力義務化された個別避難計画作成のステップ
とその機能を学ぶ。

跡見学園女
子大学

鍵屋　一

50分 内閣府

28分
総務省

山口　研悟

48分
大野城市

田代　崇憲

22 24分
国における初動対応の内容とその連携のあり方につ
いて学ぶ。

内閣府

開会 10分 開会の挨拶、オリエンテーション、講師紹介など。 事務局

受講者　自己紹介 15分 1⼈10秒程度で自己紹介（所属と氏名のみ）を行う。 受講者

個別避難計画演習
120分
＋10分
休憩

個別避難計画になぜ取り組まなければならないか、
実際の取り組み上の課題と対応事例を演習を通じて
学ぶ。

鍵屋先生

昼休憩 60分

災害対策本部における
対応

160分
＋20分
休憩

特定状況や課題に対する災害対策本部としての対応
目標の設定及び対策立案を中心とする災害対応上の
ポイントを学ぶ。

事務局
鍵屋先生

全体討論（ふりかえり） 60分
研修全体を通じて学んだことから、地域の防災力向上
や備えに反映させるべきことを受講者間で考える。

事務局
鍵屋先生

閉講 10分 連絡事項、写真撮影など。 事務局
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19
災害時要配慮者を始めとする避難生活への支援対策
を学ぶ。

災害時の行政機関の間で行われる応援受援の仕組
みと受援体制について学ぶ。

地方公共団体間の相互応援
と受援体制

21

個別避難計画の作成

災害対策本部が行う
対策立案プロセス

初動対応における国との連携

要配慮者をはじめとする避難
者の避難生活支援


